
入   札   公   告 

 

公益財団法人千葉県教育振興財団一般競争入札公告第２２号 

  

次のとおり一般競争入札に付する。 

 令和８年３月９日 

                公益財団法人千葉県教育振興財団理事長  植野 英夫 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１） 件  名  令和８年度公益財団法人千葉県教育振興財団自動注記機賃貸借(単価契約) 

（２） 仕 様 等  入札説明書及び仕様書による。 

（３） 契約期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４） 履行場所  公益財団法人千葉県教育振興財団が指定する場所 

（５） 入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

るものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

（１） 公益財団法人千葉県教育振興財団財務規程第３７条の２の規定に該当しない者であること。 

（２） 千葉県内に本社、又は、支社等を有する法人であること。 

（３） 千葉県における令和６・７年度物品等入札参加業者適格者名簿に登録されている者である

こと。 

（４） この公告の日から開札の日までの間に、千葉県における物品等一般競争入札参加者及び指名競

争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 

（５） この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準（昭和

５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び千葉県における物品調達等の契約に係る暴力団

等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 

 

３ 入札説明書等の交付場所等 

（１） 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所 

（書類交付） 〒２８４－０００３ 四街道市鹿渡８０９番地の２ 

公益財団法人千葉県教育振興財団 文化財センター 管理課 

（データ交付）メール bun23@echiba.org 

（２） 問い合わせ先 

    公益財団法人千葉県教育振興財団 文化財センター 管理課 

    電話０４３－４２４－４８４８ FAX０４３－４８８－６２８０ メール bun23@echiba.org 

（３） 入札説明書等の交付期間 

令和８年３月９日（月）から令和８年３月１７日（火）の土曜日、日曜日及び祝日（振替休日を

含む。）を除く毎日の午前９時００分から午後４時００分まで(※令和８年３月１７日（火）は、



午前９時００分から午前１１時００分まで) 

（４） 入札及び開札の日時及び場所 ※入札書は持参して入札箱に投入すること。 

令和８年３月１９日（木）午前１０時００分 

公益財団法人千葉県教育振興財団本部４階大会議室 四街道市鹿渡８０９番地の２  

 

４ 入札参加資格の確認 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係

資料（以下「資格確認資料」という。）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

  なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加するこ

とができない。 

（１） 資格確認資料の提出期限等 

  ア 期 間 令和８年３月９日（月）から令和８年３月１７日（火）の午後１時００分まで 

  イ 場 所 ３の（１）に同じ ※押印済み本紙を提出 

  ウ 提出部数 １部 

（２） 入札参加資格の確認結果 

令和８年３月１８日（水）までにメールまたは FAXで通知する。 

（３） 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。 

説明を求める場合は、資格がないと通知された日から起算して４日以内に、公益財団法人千葉県

教育振興財団理事長に書面を持参して行わなければならない。 

（４） 理由は、説明を求められた日から３日以内に書面で回答する。 

 

５ その他 

（１） 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 免除 

（３） 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、３（４）の入札及び開札の日時及び

場所に出席して所定の入札書を入札箱に投函しなければならない。入札者は、開札日の前日まで

の間において、公益財団法人千葉県教育振興財団理事長から４により提出した資格確認資料に

関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

（４） 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた

義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は無効

とする。 

（５） 契約書の作成の要否 要 

（６） 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると公益財団法人千葉県教育振興財団理

事長が判断した入札者であって、公益財団法人千葉県教育振興財団財務規程第３７条の７の規

定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。 

（７） 契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る契約を締結し

ない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、３年以内の期間を定

めて、入札参加資格を取り消す。 

（８） 入札書に記載する金額 入札金額は、自動注記機１台あたりの月額（単価）とし、一切の諸経費

を含め見積もること。 

（９） その他 詳細は、入札説明書等による。 


